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法人税に関する記述 
• 閣議決定(１３年１０月１日） 
   
  復興特別法人税の一年前倒しでの廃止について検討する。その検討にあた

っては、税収の動向などを見極めて復興特別法人税に代わる復興財源を確
保すること、国民の理解・・・、及び復興特別法人税の廃止を確実に賃金
上昇につなげられる方策と見通しを確認すること等を踏まえたうえで、12 
月中に結論を得る。 

 
・民間投資活性化等のための税制改正大綱(１３年１０月１日） 
  
 「復興特別法人税の一年前倒しでの廃止について検討する。その検討にあた

っては、・・・・・・・12月中に結論を得る。」（上と同文）  
  
  「なお、法人課税については、企業の国際競争力や立地競争力の強化のた

め、国・地方を合わせた表面税率である法人実効税率を引き下げるべきと
の意見がある。わが国が直面する産業構造や事業環境の変化の中で、法人
実効税率引下げが雇用や国内投資に確実につながっていくのか、その政策
効果を検証する必要がある。表面税率を引き下げる場合には、財政の健全
化を勘案し、ヨーロッパ諸国でも行われたように政策減税の大幅な見直し
などによる課税ベースの拡大や、他税目での増収策による財源確保を図る
必要がある。こうした点を踏まえつつ、法人実効税率の在り方について、
今後、速やかに検討を開始することとする。」  
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法人課税の検討に当たって 
• わが国法人の負担は高いか 

   法人実効税率による比較、社会保険料を含めた比較 

      低下する米国法人実効税率(米系多国籍企業の租税回避） 

• 法人税引き下げの論理と減税効果 

         投資増・生産性向上・雇用増・国際競争力 

       他国に流出した企業所得の取り戻し(租税回避防止） 

       外国企業の対日投資の呼び込み 

         減税分は、投資・配当・賃金増？→「内部留保議論」 

• 今回の主役は地方法人税 

   地方法人2税は税収偏在・不安定の問題があり従来から改革にむけて検  

   討されてきた。暫定措置としての地方法人特別税の導入。年末までに 

   改革案）。 

– 法人税改革と地方税改革を合わせて行うことが必要(政治決断が必要） 

– 地方分権・税源移譲論、三位一体型改革 

• 最大の課題は財源 

     ５％引き下げには２兆円の財源 

• 法人税パラドックスを引き起こすためには、課税ベース拡大と規制緩和・
成長戦略とのパッケージが必要 
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国　税

地方税

法人所得課税の実効税率の国際比較

上記の実効税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税率を合計したものである。
日本の地方税には、地方法人特別税（都道府県により国税として徴収され、一旦国庫に払い込まれた後に、地方法人特別譲与税として都道府県に譲
与される）を含む。また、法人事業税及び地方法人特別税については、外形標準課税の対象となる資本金１億円超の法人に適用される税率を用いて
いる。なお、このほか、付加価値割及び資本割が課される。
日本の改正後の実効税率は、平成24年４月１日以後開始する事業年度のものである。なお、復興特別法人税（法人税額に対する10%の付加税）によ
り、平成24年度から法人税率（国税の表面税率）は実質的に28.05%となる。

（注）１．
２．
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17.00％
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ドイツ
（全ドイツ平均）

中国

法人税率：30%
事業税率：3.26%
地方法人特別税
 ：事業税額×148%
住民税
 ：法人税額×20.7%

連邦法人税率：35%
州法人税率：8.84% 法人税率：33 1/3%

法人税率：22%
地方所得税
 ：法人税額×10%

法人税率：25%

イギリスアメリカ
（カリフォルニア州）

日本
（東京都）

韓国
（ソウル）

フランス

法人税率：26%

シンガポール

法人税率：17%

法人税率：25.5%
事業税率：3.26%
地方法人特別税
 ：事業税額×148%
住民税
 ：法人税額×20.7%

法人税率：15%
連帯付加税
 ：法人税額×5.5%
営業税率：13.65%

29.48％

23年度
改正前

23年度
改正後

財務省資料 
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法人実効税率の比較 経産省資料 
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経済産業省資料 
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○ Mirrlees Reviewでは、Horstman and Markuse(1992）等の分析から、以下の４つの段階で、 
  法人税が国際展開する企業行動に与える影響を整理できる。 
  ・第１段階：自国で生産・輸出するか、海外で現地生産（直接投資）するかを決定。 
  ・第２段階：海外で現地生産する場合、どこの国で生産するかを決定。 
  ・第３段階：投資先を決定の上、どの程度の規模で投資するかを決定。 
  ・第４段階：どこの国に利益を集中若しくは帰属させるかを決定。 
○意思決定の各段階において参考とする税率は異なってくる。 

企 業 

輸 出 現地生産 

Ａ 国 Ｂ 国 Ｃ 国 

投資先を決定の上、投資水準を決定。 

第１段階 
直接投資決定 
【平均実効税率】 

第２段階 
立地選択 
【平均実効税率】 

第３段階 
投資水準決定 
【限界実効税率】 

第４段階 
利益の帰属先決定 

【表面税率】 
どこの国に利益を集中若しくは帰属させるかを決定。 

Ｄ 国（※） 

（※）アイルランドやオランダ等の低税率国 7 



英国法人 

スイス関連法人 オランダ関連法人 

ロースト済
コーヒー豆 

割高な 
材料費？ 

割高な 
ロイヤルティ？ 

商標等の 
ライセンス付与 

※スイスでは、日用品の
貿易に係る利益に対する
税率はわずか５％？ 

・・・ 英国からの 
 利益移転 

【報道されている租税回避スキーム】 

スターバックス英国法人の租税回避（報道ベース） 
1998年に英国での事業を開始して以来、30億ポンド（4500億円）の売上があったが、多

額の損失が同時に計上されたため法人税の納付額はわずかに860万ポンド（13億円）。 
2012年後半、同法人が低税率国に利益を移転しているとの報道がなされ、消費者の不

買運動などの批判が高まった。英議会は、同法人の幹部を喚問。 
同法人は2013年から2年間で最低2000万ポンド（30億円）の税金を支払うことをコミット。 

※オランダの法定税率
（25％）よりも低い税率
を適用されている？ 

海外関連法人 

貸付け 過大な 
利払い？ 

経費を計上すること
で利益を圧縮 

多国籍企業の租税回避が国際的な批判を浴びている① 

※英国の法人
税率は24％。 

財務省資料 
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すでに地方法人税の議論は始まっている 
• 地方財政審議会「地方法人課税のあり方等を検討す

る検討会」 
  （会長 神野直彦教授、第1回平成２４年９月２０日） 
• 全国知事会「地方税財政制度研究会」 
  （座長 植田和弘教授、 第１回平成24年９月７日） 

   国の消費税と地方法人課税の税源交換や地方共有
税、「地方共同税」（地方税の一部を地方の共通財源
と位置付け調整する仕組み）など、地方税制における
税源偏在の是正方策について、法制的な課題を含め
、幅広く検討し、1３年度に報告とりまとめ。 

• 東京都税制調査会 
  （座長 横山彰教授） 
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地方法人税改革ー地方事業税と法人住民税 
(法人２税）の課題 

・税収の不安定性、偏在性の問題がある 
・とりわけ事業税については、これまで様々な

改革が行われてきた。 
  外形標準課税導入の経緯と評価 
・暫定的な改革としての、地方法人特別税 
・抜本的な見直しを行わなければ、解決しない 
  地方消費税率のさらなる引き上げ 
  小泉時代の三位一体の改革（補助金や交

付税改革と合わせた税源移譲） 
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法人事業税の経緯 

明治11年 営業税の創設(地方税） 
明治29年 営業税の国税移管 
昭和15年 新営業税 
昭和22年 営業税の国税移管、課税ベースは純益 
昭和23年 営業税の廃止、事業税の創設（地方税、課税ベー

スは所得） 
昭和25年 シャウプ勧告による付加価値税の創設（延期） 
昭和29年  付加価値税の廃止、事業税の恒久化（課税ベー

スは所得） 
平成16年 外形標準課税の導入 
平成20年 地方法人特別税の創設  
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 税制抜本改革法（「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的

な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」）7条 

三 法人課税については、平成二十七年度以降において、雇用

及び国内投資の拡大の観点から、実効税率の引下げの効
果及び主要国との競争上の諸条件等を検証しつつ、その在
り方について検討すること。 

五 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。  
イ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制

の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構
築が行われるまでの間の措置であることを踏まえ、税制の抜
本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う。  

ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地

方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是
正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制
全体を通じて幅広く検討する。  
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地方税収の構成割合の国際比較（2010年）

8.4%

10.8%

27.8%

47.7%

23.3%

8.0%

31.2%

33.4%

25.6% 10.2%

31.4%

6.6%

13.9% 34.5%

97.4%

19.7%

10.5%

100.0%

22.8%

33.6%

64.2%

31.1%

40.2%

19.4%

32.9%

9.9%カナダ

アメリカ

ドイツ

フランス

イギリス

イタリア

スウェーデン

日本

（資料）OECD「Revenue Statistics 2010」

法人所得課税 個人所得課税 資産課税 消費課税 その他

（注）ドイツ、アメリカ、カナダは州と市町村を合算した数値を使用。
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課税ベースの拡大策とは 

• 11年度改正の項目 
• 減価償却 
• 租税特別措置（租特透明化法の活用） 
• 地方税の課税ベース拡大策 
   法人住民税・均等割の拡大 
   固定資産税（特別措置の廃止・縮小） 
   個人住民税の課税最低限の引き上げ 
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改正事項  平 年 度  初 年 度 

法人税の基本税率の引下げ －３０％⇒２５．５％ ▲１２，１９４ ▲８．０７６  

課税ベースの拡大等     ５，８４９   ４，３８６ 

 ①減価償却制度の見直し －定率法２５０％⇒２００％ １，７８０ １，１６４ 

 ②欠損金の繰越控除制度の見直し －繰越控除制限１００％⇒８０％、期間７年⇒９年 １，７８８ １，４３０  

 ③貸倒引当金制度の見直し－適用法人を銀行、保険会社等及び中小法人等に限定 ５５０ ４４０  

 ④寄附金の損金不算入制度の見直し －損金算入限度額の半減 ６９ ４８ 

 ⑤試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の見直し－総額型の控除限度額引下げ  ４９５ ３７１  

 ⑥エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の廃止  ５７６ ４５５ 

 ⑦集積産業用資産の特別償却制度の見直し ４４ ４０ 

 ⑧事業革新設備等の特別償却制度の廃止 ４１８ ３６５ 

 ⑨特定災害防止準備金制度の見直し １ ０ 

 ⑩特別修繕準備金制度の見直し ３８ ３０ 

 ⑪外国税額控除制度の適正化  ９０ ４３ 

政策減税  ▲１，１３９   ▲４０２ 

 ①中小企業者等の軽減税率の引下げ  －２２％⇒１９％（23～25年度は１５％） ▲６７１ ▲１４８ 

 ②雇用促進税制 ▲３６５ ▲１３９ 

 ③環境関連投資促進税制 ▲２４９ ▲１９５ 

 ④総合特区税制、アジア拠点化推進税制 ▲７３ ▲１１ 

 ⑤中小企業関係租税特別措置の見直し ２０９ ９１ 

その他（公益法人・協同組内の税率引下げ等）   ▲２７４   ▲１９２ 

合  計 ▲７，７５８ ▲４，２８４ 

平成23年度税制改正における法人税改正の概要 
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減価償却の見直し(11年度改正） 
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法人税改革私案(2回に分けて実効税率を２５％程度に引き下げ） 

地方税(地方税改革） 国税(法人税改革） 
第1段階 
（～2015年度） 
 
 （実効税率４％  
 程度引き下げ） 

地方税制の安定化・財政責
任の強化 
 
法人住民税（法人税割り）
を固定資産税・住民税で置
き換える 

法人税の共同税化・税制の簡
素化 
 
法人事業税・地方特別法人税
を国税に移管、国・地方の共
同税にする。地方財源分は、
国が水平的再分配を行う。 
 

第2段階 
（2016年度以降） 
 
（実効税率５％程
度の引き下げ） 

補助金・交付税など含めて
改革 

地方税相当分を、地方消費税
の引上げ(1.7％程度）などで
代替する。 

第1段階で、水平的調整を行う分だけ、地方の格差は縮小し、交付税がその分節   
  約されるので、減税財源に充てる。 
第2段階では、更なる(地方）消費税率の引上げによる代替、補助金・交付税・仕事  
  の見直しによる「三位一体型改革」を行う。 
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 法人税（法定）率の推移 （1982-2006） 
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 法人税収のGDP比 
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（出典）OECD Revenue Statistics 及びIMFのデータから1995年～2007年におけるEU15カ国の表面実効税率、税収額、名目GDP及び 
    実質GDP成長率を抽出し、経済産業省にて作成 

○   EU15カ国（注）では、この10年間で表面実効税率を10%程度引き下げ。 

○  他方、法人設立の増加等により、名目GDPに占める法人税収のウエイトは増加傾向。
なお、Ｒ＆Ｄ税制などは立地競争力の観点から拡充の動き。 

実効税率と名目GDPに占める法人税収のウエイト 
（対象：EU１５カ国 1995年～2007年） 

名目GDPに占める 
法人税収のウエイト(%) 表面実効税率(%) 

（注）1998年時点でのEU加盟国 

37.7  37.9  
37.4  36.9  36.0  

35.4  

33.8  

32.5  
31.8  

31.3  

30.0  
29.5  

28.7  

2.2  

2.5  

2.9  

2.7  
2.9  

3.0  

2.7  
2.5  

2.4  

2.6  
2.7  

3.2  
3.2  

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

25.0

27.0

29.0

31.0

33.0

35.0

37.0

39.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

法人税パラドックス（表面実効税率を引き下げても、GDPに占める法人税収は増加傾向） 
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第一項は，法人の租税負担（実行税率、ETR）で、多くの国で安定的な傾
向を示している。課税ベースの拡大を行ったことを示している。 
 
第二項は，全体の付加価値における法人部門の割合（share corporate 
sector）で、個人から法人へのシフトが進んだことを示している。 
 
第三項は，GDPに占める企業所得の割合(profitability)で2000年代に増加
している。これは、アントレナーシップの発揮が見られたことである。  
 
（“Corporate Tax Policy,Entrepreneurship andIncorporation in the EU” Ruud A. de 
Mooij & Gaëtan Nicodème）  
 
法人税のパラドックスが生じるためには、１）課税ベースの拡大と２）新
規起業がおきるような規制緩和・成長戦略が大前提 
 

GDPGDP
経済全体の総営業利益

経済全体の総営業利益

法人企業の総営業利益

法人企業の総営業利益

法人税収法人税収 **=

欧州諸国で法人税パラドクスはなぜ生じたか 
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（参考）利益計上法人と欠損法人 

             欠損法人187.8万社 
（72.8％） 

資本金１億円以下 
68.9万社 

法人数258.0万社 

利益計上法人70.3万社（27.2％） 

資本金１億円超 
1.3万社（0.5％） 

連結法人289社 

資本金１億円以下 
2.94兆円 
（34.9％） 

資本金１億円超 
4.99兆円 
（59.3％） 

連結法人 
0.48兆円（5.7％） 

法人税額8.42兆円 
(出所)国税庁「平成22年度分会社標本調査」 

法人税額 
（平成22年度） 

○ 欠損法人割合は全体で72.8％となっている。 
  （なお、欠損法人割合は、中小法人で見ると73％、大法人49％、連結法人67.5％となっている） 
○ 全法人の１％に満たない利益計上・大法人（資本金１億円超）が 法人税額の60％近くを負担する構造となっている。  

法人数 
（平成22年度） 
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